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改訂履歴 

 

回 改  訂  内  容 年 月 日 

－ 新規制定（原規規発第 1912127 号） 令和元年１２月１２日 

1 ・なお従前の例による使用前検査の検査範囲が確定

したため、検査範囲のうち成形施設、被覆施設、組

立施設、及び放射線管理施設を削除する。（表紙、

1 頁、4 頁、5 頁、7 頁、8 頁） 

・認可関係について、第 1 次設工認に係る軽微な変

更の届出及び第 2 次設工認の認可年月日の追記 等 

令和２年 ５月１４日 
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Ⅰ 検査目的及び項目 

本検査は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６

６号。以下「法」という。）第１６条の２第 1 項※に基づき認可した加工施設に係る設計及び工

事の方法の申請（以下「設工認申請書」という。）に従い、法第１６条の３第１項※の規定に基

づき使用前検査を実施する上で必要な事項として、申請者により実施される加工施設のうち

核燃料物質の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設及びその他の加工施設の工事・検査に係

る保安活動が、認可した設工認申請書に定められた品質管理の方法等に関する事項に従い行

われていることを、以下の項目について設備横断的に確認するものである。 

なお、申請者の品質管理の実施状況については、使用前検査対象範囲の工事及び検査に係る

品質管理の状況を確認するものである。 

※ 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）第３条による改

正前の規定 

１ 品質管理の方法等に関する検査 

（１） 品質保証の実施に係る組織 

（２） 保安活動の計画 

（３） 保安活動の実施 

（４） 保安活動の評価 

（５） 保安活動の改善 

 

Ⅱ 検査場所  

原子燃料工業株式会社 熊取事業所 

大阪府泉南郡熊取町朝代西一丁目９５０番地 

 

Ⅲ 検査範囲  

１ 検査対象施設及び範囲 

工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する事項 

加工施設 

核燃料物質の貯蔵施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

その他の加工施設 

 

２ 認可関係 

認可年月日 

令和元年１０月８日 原規規発第１９１００８２号 

（令和２年４月６日付け熊原第２０－００３号をもって軽微な変更の届出） 
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令和元年１２月２日 原規規発第１９１２０２２号 

 

Ⅳ 検査方法 

１ 検査前確認事項 

(1)  法令、規格、設工認申請書、申請者の規程類、申請者の品質記録及びエビデンスが準

備されていることを確認する。 

(2)  検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書どおりであることを確認する。 

(3)  設工認の認可番号の記載が適切であることを確認する。 

 

２ 検査手順 

認可した設工認申請書に記載された各施設の工事及び検査に係る保安活動が、当該設工

認申請書に定められた品質管理の方法等に関する事項に従い行われていることを、Ⅰに記

載した品質管理の方法等に関する検査の各事項について、品質記録、聞き取り等により確

認する。具体的に確認する事項は、添付１「品質管理の方法等に関する確認事項」に示

す。 

 

Ⅴ 判定基準 

工事及び検査に係る保安活動が、認可した設工認申請書に定められた品質管理の方法等に

関する事項に従って行われていること。 

 

Ⅵ 添付資料 

添付１ 品質管理の方法等に関する確認事項 

添付２ 使用前検査成績書様式 
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添付１ 

品質管理の方法等に関する確認事項 

 

１ 品質保証の実施に係る組織 

・工事及び検査に係る必要な人的資源、インフラストラクチャー及び作業環境が確保さ

れ、申請者部門間及び供給者との責任及び権限が明確にされ、体制の構築、情報伝達

等が設工認申請書に従って行われていること。 

・供給者の選定や管理が設工認申請書に従って行われていること。 

 

２ 保安活動の計画 

・工事及び検査に係る法令、仕様等の要求事項及び１の体制、情報伝達等が申請者関係部

門及び供給者に明確にされ、対象設備について全体工程や各工程段階における監視、測

定、検証、妥当性確認、試験及び検査が漏れなく実施されるよう計画（手順や合否判定

基準を含む。）が定められていること。 

・１の供給者（調達物品や役務を含む。）の管理方法についても設工認申請書に従って定

められていること。 

 

３ 保安活動の実施 

・工事及び検査が２の計画に従って漏れなく実施されていること。また、調達物品や役務

に係る各工程段階における監視、測定、検証、妥当性確認、試験及び検査についても設

工認申請書に従って行われていること。 

 

４ 保安活動の評価 

・調達物品や役務、加工施設が要求事項に適合していることを実証するため、２の計画に

従って漏れなく監視、測定、試験及び検査が行われていることを評価していること。ま

た、不適合が発生した場合の処置、供給者から申請者への報告についても２の計画に従

って行われていること。 

 

５ 保安活動の改善 

・予防処置又は不適合に対する是正処置を通じて、品質管理の方法等の継続的改善が実施

されていること。 
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添付２ 

原規規発第 2005144 号 

 

 

 

 

原子燃料工業株式会社熊取事業所 

品 質 管 理 の 方 法 等 に 関 す る 

使 用 前 検 査 成 績 書 
 

 

 [核燃料物質の貯蔵施設] 

[放射性廃棄物の廃棄施設] 

 [その他の加工施設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会 
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使 用 前 検 査 成 績 書 

申請者及び事業所名 原子燃料工業株式会社  熊取事業所  

検 査 範 囲 

工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する事項 

加工施設 

核燃料物質の貯蔵施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

その他の加工施設 

検 査 場 所 
原子燃料工業株式会社  熊取事業所  

大阪府泉南郡熊取町朝代西一丁目９５０番地  

申 請 年 月 日 及 び 

申 請 番 号 
 

検 査 項 目 検 査 年 月 日 結 果 摘 要 

品質管理の方法等に

関する検査 
別紙－1 のとおり  別紙－１のとおり 

原子力施設検査官 別紙－1 のとおり 

検 査 立 会 責 任 者 

（ 役 職 名 ） 
別紙－1 のとおり 

備 考  

 



 

 

別紙－１ 

検査年月日 結果＊ 原子力施設検査官 
検査立会責任者 

（役職名） 
摘 要 

年  月  日 

   

別紙－２及び

３のとおり。 

年  月  日 

   

別紙－２及び

３のとおり。 

年  月  日 

   

別紙－２及び

３のとおり。 

年  月  日 

   

別紙－２及び

３のとおり。 

 

＊検査継続の場合は「継続」と記す。 

-
6
-
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別紙－２ 

検  査  前  確  認  事  項  

検査年月日       年    月    日 

                    検査場所 原子燃料工業株式会社 熊取事業所 

 

検査項目：品質管理の方法等に関する検査 

検 査 範 囲 

検査範囲：工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する事項 

加工施設 

核燃料物質の貯蔵施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

その他の加工施設 

確 認 事 項 結 果 確認方法 

法令、規格、設工認申請書、申請者の規程類、申

請者の品質記録及びエビデンスが準備されている

ことを確認する。 

 記録 

検査をする工事の工程、期日及び場所が申請書ど

おりであることを確認する。 
 記録 

設工認の認可番号の記載が適切であることを確認

する。 
 記録 

 

備   考： 
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別紙－３ 

使用前検査記録 
品質管理の方法等に関する検査 

検査場所：原子燃料工業株式会社 熊取事業所 

検査範囲：工事及び検査に係る品質管理の方法等に関する事項 

加工施設 

核燃料物質の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設、その他の加工施設 

判定基準 検査年月日 検査結果＊ 

工事及び検査に係る保安活動が、認可した設工認申請書

に定められた品質管理の方法等に関する事項に従って行

われていること。 

  

総
合
所
見 

 

 

品
質
管
理
の
方
法
等
に
関
す
る
所
見 

１ 品質保証の実施に係る組織 

 

 

２ 保安活動の計画 

 

 

３ 保安活動の実施 

 

 

４ 保安活動の評価 

 

 

５ 保安活動の改善 

 

 

備 考 

本検査で確認した申請者の記録等を別紙－４に示す。 

 

  

＊検査継続の場合は「継続」と記す。 
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別紙－４ 

記  録  一  覧  表  

検査年月日       年    月    日 

                    検査場所 原子燃料工業株式会社 熊取事業所 

 

No. 確認した書類の名称 文書番号、制定年月日等 備 考＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

＊備考欄の記載について 

(組織)：品質保証の実施に係る組織、(計画)：保安活動の計画、(実施)：保安活動の実

施、(評価)：保安活動の評価、(改善)：保安活動の改善 


